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◆会費
会費は前納制で、学会の会計年度は 1月から 12月までです。
新年度の会費は 12月に請求をします。会費未納者に対しては 6月、9月に再請求します。
下記会費および地区会費の合計を次の口座にお振込ください。

郵便振替口座番号 01070-6-19256　口座名：日本生態学会

退会する際は前年度内に退会届を事務局まで提出してください（ウェブサイトに申込フォーム有り）。
会費を 1年分滞納した会員には会誌の発送を停止し、2年分滞納した時は自動的に退会処分となります。

会員の区分と個人会員の権利・会費

A会員 B会員 C会員

配布 * Ecological Research＋生態誌 ○ ○

保全誌 ○ ○

投稿 ** 生態誌 ○ ○

保全誌 ○ ○ ○

大会発表 全セッション ○ ○

自由集会 ○ ○ ○

総会・委員
（選挙・被選挙権）

○ ○ ○

年会費 *** 正会員（一般会員） 11,000 13,000 5,000

正会員（学生会員） 8,000 10,000 2,500

団体会員 20,000 22,000 14,000

* Ecological Researchおよび生態誌については冊子を必要としない会員への割引（ER 900円、
生態誌 600円）を行っています。すでに会員の方が今後申請される場合は 2012年度以降
の適用となります。新たに入会される方は入会時に申請があれば入会年度より適用され
ます。

**Ecological Researchへの投稿権利は従来通り会員に限定しません。
*** 生態学会では収入の少ない若手一般会員のために、学会費を学生会員と同額にする措
置を実施します。詳細はウェブサイトをご覧下さい。

地区会費
正会員は、住所（所属機関か自宅のうち、郵送物の配布先となっているほう）により、地区会に参加することになっ
ています。各地区会ではそれぞれ独自に地区会費を定めています。学会費の納入時には、これらも含めて請求します
ので、あらかじめご了承ください。

・北海道地区（200円）：北海道
・東北地区（800円）：青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
・関東地区（600円）：茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県
・中部地区（0円）：長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
・近畿地区（400円）：滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
・中・四国地区（400円）：鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県
・九州地区（700円）：福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

問い合わせ先：日本生態学会事務局
 〒 603-8148　京都市北区小山西花池町 1-8
 Tel&Fax  075-384-0250
 http://www.esj.ne.jp/
 ※お問い合わせはウェブサイトからお願い致します。


